
（1か月、税抜） （1か月、税抜）

 11㎥～20㎥

 21㎥～50㎥

 51㎥～100㎥

 101㎥～1000㎥

 1001㎥～

水道料金は、毎月の使用水量を基に計算します。 使用料は、毎月の水道の使用水量を基に計算します。

（ ＋ ） × 1.10（消費税） （ ＋ ） × 1.10（消費税）

○基本料金 ○基本使用料

○従量料金 ○従量使用料

○（計算例） 用途（生活用）　口径20mm　20㎥使用の場合 ○（計算例） 用途（生活用・業務用） 20㎥使用の場合

①基本料金(口径20mm） 　　　　　　  1,270円 ①基本使用料 　　　　　　    805円

②従量料金(10㎥までの分) 105円×10㎥＝ 1,050円 ②従量使用料(1㎥～10㎥)  46円×10㎥＝   460円

③　〃　　(10㎥を超えた分) 165円×10㎥＝ 1,650円 ③　〃　　　(11㎥～20㎥) 161円×10㎥＝ 1,610円

 （①＋②＋③)×1.10(消費税)               4,367円(円未満切捨）  （①＋②＋③)×1.10(消費税)               3,162円(円未満切捨）

○（計算例） 用途（業務用）　口径20mm　20㎥使用の場合

①基本料金(口径20mm） 　　　　　　  1,270円

②従量料金 265円×20㎥＝ 5,300円

 （①＋②)×1.10(消費税)               7,227円(円未満切捨）

用途 水量区分 用途 水量区分

メータ口径別に決められた料金で、使用水量に関わらず毎月加算されます。

※基本料金の算定期間は請求月の前月1日から末日までとなります。その月の使
用日数が15日以下の場合は、基本料金が半額となります。

※従量料金の算定期間は請求月の前々月の検針日から前月の検針日までの期間
となります。(例：4月請求分は2月の検針日から3月の検針日まで)

※従量使用料の算定期間は請求月の前々月の検針日から前月の検針日までの
期間となります。（例：4月請求分は2月の検針日から3月の検針日まで）

水道料金の計算例 公共下水道・農業集落排水使用料の計算例

※基本使用料の算定期間は請求月の前月1日から末日までとなります。その
月の使用日数が15日以下の場合は、基本使用料が半額となります。

34,000

78,200

100mm

150mm

200mm

１か月の使用水量　×　水量区分毎の単価の総和となります。

使用水量に関わらず毎月加算されます。

１か月の使用水量　×　水量区分毎の単価の総和となります。

基本使用料 従量使用料基本料金 従量料金

119,000

28,230

13,10050mm

75mm

680 105

30mm

40mm

臨時用4,270 320

16520mm

25mm

10㎥を超えた分

業務用1,780 265

1,270

水道料金 公共下水道・農業集落排水使用料

従量料金（円／㎥）基本料金（円）

191

従量使用料（円／㎥）

 1㎥～10㎥

基本使用料（円）

805金額 単価メータ口径

13mm 10㎥までの分
生活用

7,250

202

221臨時用

生活用
業務用

単価

46

161

170

181


